
須賀川市ウェブサイトバナー広告募集要項 

 

１　趣旨 

　須賀川市では、市の新たな財源確保及び経費削減を図り、地域経済の活性化及

び市民サービスの向上に資するために広告事業を行っていますが、その一環とし

て、須賀川市ウェブサイトに広告を掲載する事業者を募集します。 

 
２　募集内容 

（１）広告の種類及び掲載の位置 

　掲載する広告は、バナー広告とし、広告の掲載位置は、須賀川市ウェブサイ

トバナー広告スペース（別紙１）とします。なお、枠内の位置は市が指定しま

す。 

（２）広告内容 

　広告主及び広告内容については、「須賀川市広告掲載要綱」及び「須賀川市広

告掲載基準」に定めるものとします。 

（３）広告規格 

　掲載規格は、１枠につき縦５５ピクセル・横１６０ピクセルとし、３０キロ

バイト以内のＪＰＥＧ形式またはＰＮＧ形式とします。 

（４）掲載期間 

　掲載期間は年度単位とし、掲載年度の４月１日から翌年３月３１日までとし

ます。なお、１か月単位の掲載も可能ですが、その場合の掲載期間は、掲載開

始月の初日から掲載終了月の末日までとします。 

（５）掲載募集枠 

　募集は２０枠程度とし、申込み先着順に選定します。ただし、市長が必要と

認めた場合は、募集枠を増やすことがあります。 

　なお、同一の広告掲載希望者が申し込むことができる広告は、１月につき１

枠を限度とします。 

 

３　応募方法等 

（１）応募資格 

　次の要件をすべて満たす場合に限り、申し込みをすることができます。 

ア　須賀川市の市税を滞納していない者（納税義務がある場合のみ） 

イ　民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続き又は会社更

生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく再生手続きをしていない者 

ウ　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）に規定する暴力団及びそれらに準ずる業者でない者 

エ　須賀川市広告掲載基準第３条各号のいずれにも該当しない者 

 



 

（２）応募期間 

応募期間は随時とします。ただし、掲載を希望する各年度の応募期間は、 

広告掲載前年度の２月１日から広告掲載年度中の１月３１日までとします。 

なお、申込みの受付は土曜日、日曜日、祝日及び１２月２９から１月３日ま

での日を除く午前８時３０分から午後５時までです。 

 

（３）提出書類 

ア　バナー広告掲載申請書（第１号様式）※新規申請の場合 

イ　バナー広告掲載継続申請書（第２号様式）※継続申請の場合 

ウ　須賀川市ウェブサイトバナー広告掲載に関する注意事項（第３号様式） 

エ　バナー広告案（書面）※継続申請でバナー広告案に変更がない場合は提

出不要 

 

（４）提出場所 

　次の担当課へ持参により申し込んでください。 

須賀川市役所３階　企画政策部秘書広報課広報広聴係 

電話０２４８－８８－９１１２ 

 

４　広告掲載料 

　広告掲載料は、１枠につき月額１万円です。 

 

５　広告掲載の決定 

（１）広告掲載の申込みがあった広告案について、須賀川市広告掲載要綱第７条に

規定する行政管理課に諮り、広告掲載の可否を決定します。 

（２）広告掲載の可否を決定したときは、その結果を広告掲載申込者に広告掲載決

定通知書（第４号様式）により通知します。 

 

６　広告原稿の作成及び提出 

　広告を掲載する旨の決定通知を受けた広告主は、掲載するバナー広告を作成

し、市が指定する期日までに、本要項で指定する規格で作成した広告（電子デー

タ）を提出してください。 

 

７　広告掲載料の納付 

　広告主は、広告掲載決定通知を受理した後において、市が指定する期日まで

に、広告掲載料を一括前納してください。 

 



８　広告内容、デザイン等の変更協議 

（１）広告掲載後における広告内容及びデザインの変更は原則として認めません。

ただし、リンク先の変更又は市長がやむを得ない理由があると認めるときは

変更を認めることとします。 

（２）広告主は、変更を希望するときは、市と事前に協議してください。 

 

９　バナー広告掲載の取り消し 

　市は、広告を掲載した後において、要綱第９条のいずれかに該当するときは、

広告掲載の期間中であっても、掲載した広告を削除することがあります。これに

より、広告主及びその関係者に生じる損害に対して、市は一切その責任を負いま

せん。 

 

１０　広告掲載の取り下げ 

　広告主は、自己都合により、広告掲載を取り下げるときは、書面により市へ申

し出てください。 

 

１１　広告掲載料の返還 

　市は、広告主の責めに帰さない理由により、広告の掲載ができなくなったとき

は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還します。なお、その場合の返還す

る広告掲載料は、広告の掲載を取り消した月の翌月以降の納付済月額の総額と

し、利子は付さないものとします。 

　ただし、広告主の自己都合による広告掲載取り下げの場合は、返還しません。 

 

１２　広告主の責務 

（１）広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他

広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとします。 

（２）広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を

与える行為その他の不正な行為を行ってはならないものとします。 

（３）広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及

び負担において解決するものとします。 

（４）広告主は、須賀川市ウェブサイトへの広告掲載の権利を譲渡してはならない

ものとします。 

（５）広告主は、広告掲載取り消しの場合において、その責めに帰すべき理由によ

り、市に損害を与えたときはその損害を賠償するものとします。 

（６）広告主は、バナー広告とリンクする広告主のウェブサイトにおいて、次の事

項に留意するものとします。 

　  ア　他のウェブサイトを集合して情報提供することを主たる目的としないこ

と。 

　　イ　須賀川市広告掲載基準に違反する内容を掲載していないこと。 



 

１３　免責事項 

　システム障害、保守点検及びデータセンターの業務停止等により広告掲載を行

わなかったとき、又はそれにより広告主が損害を受けたときにおいて、市は、広

告主に対してその責を負わないものとし、広告掲載料の返還、損害賠償の支払い

等を行わないものとします。 

 

１４　その他 

（１）応募に際し、提出された書類等は、一切返却いたしません。 

（２）広告作成に係る一切の費用は、広告主の負担とします。 

（３）この要項に定めるもののほか、必要な事項は須賀川市広告掲載要綱及び須賀

川市広告掲載基準によるものとします。 

附 則  

この要項は、平成２７年６月１日から施行する。 

附 則  

この要項は、平成２８年２月１日から施行する。 

附 則  

この要項は、令和３年４月１日から施行する。 

　　附　則 

この要項は、令和８年２月１日から施行する。


